
様式２ 

随意契約結果表（委託等契約） 

所属名 ＤＸ課 

契約締結年月日 令和８年４月１日 

契約者名 株式会社カルク 

契約名 人事異動に伴うパソコン機器等移設業務 

契約金額 

（税込み） 
別紙単価表のとおり 

随意契約理由 人事異動に伴う各所属における職員配置の決定には一定の時間を

要することから、契約時点において移設台数や作業内容を確定す

ることができないため、機器の種類や作業内容によって予め設定

した単価に基づき移設を行う複数単価契約としている。複数単価

契約においては、価格の一体的な比較が困難であるほか、各単価

がすべて予定価格以下であることを前提とした自動落札方式によ

る落札者の決定ができないことから、競争入札に適さない。この

ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意

契約とする。（性質又は目的が競争入札に適さないため。） 

 

随意契約の適用条項 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 

 



別紙 単価表 

 

 

一人一台パソコン（ノートパソコン）

　　　パソコン引き上げ 60 2,000 120,000

136 3,000 408,000

136 4,800 652,800

1 1,800 1,800

136 10,000 1,360,000

プリンタ（モノクロページプリンタ　P6010）

1 2,400 2,400

3 2,400 7,200

5 3,600 18,000

　　　ディスプレイ引き上げ 54 1,800 97,200

　　　ディスプレイ設置 127 3,600 457,200

交通費

　　　交通費（一律）※ 29 5,500 159,500

※交通費１件あたりの考え方

　同一日の班毎の作業で１件の交通費とする。 合計 3,284,100

（複数拠点を回った場合でも同一日の作業であれば１件のカウントとする。） 消費税 328,410

総合計 3,612,510

ディスプレイ（LCD-MQ241XDB-A）

単価 合計見込件数項目

　　　プリンタ引き上げ

　　　プリンタ設置

　　　プリンタ設定変更

　　　パソコン設置

　　　設定変更Ａ

　　　（ネットワーク設定＋一人一台プリンタ接続設定）

　　　設定変更Ｂ

　　　（一人一台プリンタ接続設定のみ）

　　　パソコン再セットアップ作業


